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１、はじめに 

●当組合が実施する健康診査を事業者健診として利用する場合は、当組合へ「事業者健診委託書」の届け

出が必要です。事業者健診としての利用を予定していて「事業者健診委託書」が未提出の場合は、速やか

に健康管理課までご郵送ください。委託書の提出がなくても、当組合の実施する健康診査は利用できます

が、個人健診の取扱いとなるため、利用料金は個人の窓口払いとなります。また、健診結果は事業所へは

発行いたしません。 

 

●実施要領と異なる健診の場合は、健保補助の対象となりません。契約健診機関は施設ごとに契約をしてお

ります。同一法人であっても実施要領にない施設での受診や、健診車の契約のない健診機関での健診車

の利用等は、十分ご注意ください。 

 

●健診受診の機会の少ない被扶養者である女性を対象とした「巡回婦人健診」（P１６参照）を、春季・秋季の

年 2 回、行っております。全額健保負担ですので、対象のご家族がいる方は、是非ご紹介ください。 

また、直近の健診未受診で年度末年齢 40 歳となる奥様には、平成 26 年度分のご案内チラシを 12 月上

旬に被保険者ご本人宛（原則、事業所住所へ親展）に郵送いたします。初めて特定健康診査の対象となる

方ですので、ぜひこの機会にご受診ください。 

 

●皆様の健康保持増進のため、健診データを基にした疾病予防事業を展開しております。当組合は個人情

報保護の観点から個人の住所を管理していないため、疾病予防事業については直接ご本人宛（原則、事

業所住所へ親展）に郵送いたします。疾病予防事業は全額健保負担で行いますので、お手元に届いた際

には積極的に参加いただきますよう、お願いいたします。 

平成 25 年度の疾病予防事業は下記をご参照ください。 

A、 特定保健指導のご案内（健診受診後、随時発送） 

・特定健康診査後の保健指導対象者へのご案内（40 歳以上） 

B、 中高年リスク改善プログラム（年 3 回、2 月・6 月・10 月発送予定） 

・特定健康診査後の保健指導非対象者（予備群）へのご案内（40 歳以上） 

C、 生活習慣病対策プログラム（年 3 回、2 月・6 月・10 月発送予定） 

・糖尿病のリスクを持つ若年層へのご案内（39 歳以下） 

D、 ITS ダイエットプログラム（年 2 回発送、3 月・9 月発送予定） 

※全事業所発送によるご案内 

 

●ヘモグロビン A1c 検査の結果標記が、平成 24 年度から日常臨床の現場において国際標準の NGSP 値

へ変更となったことを踏まえ、平成 25 年度以降の健康診査についても同様の取扱いとなります。(厚労省通達) 

 

●直営・契約健診機関一覧表に、VDT 検査（健保補助対象外）を実施している健診機関を紹介しております。

費用や実施方法等は健診機関により異なるため、直接施設にご確認ください。 
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＜昨年からの変更点＞ 

●国際セントラルクリニックは、平成 24 年度で契約終了となり、新たに、名古屋ステーションクリニック、大雄会

ルーセントクリニックが加わりました。 

※健診機関の契約については、より質の高い健診を提供できるよう、毎年度見直しを行っております。 

 

 

＜注意事項＞ 

１． 健保補助利用の健診は年度内（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）１回です。 

２． 健診当日に当組合の資格がない方は、受診できません。資格を喪失された場合は、必ず健診機関に連絡

してください。資格喪失日以後（遡り喪失の場合を含む）に受診された場合には、健診料金を全額請求させ

ていただきますので、ご注意ください。 

受診資格については、予約時に組合員であること、受診時に組合員であることの両方が必要です。 

３．直営・契約健診機関一覧表に掲載のない健診機関での受診は、補助の対象になりません。 

４．婦人科検査を希望する場合は、同じ健診機関で同時に受診してください。（要予約） 

  妊娠の可能性のある方、妊娠中・授乳中の方は婦人科検査を利用できない場合があります。 

５．新規雇用の方は当組合の資格を取得した後で、予約をしてください。 

６．詳しい健診内容や利用料金の精算方法等については、各健診機関へ直接お問い合わせください。 

 

 

＜実施対象期間等＞ 

対象期間            平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

実施機関            直営健診センター及び全国７２ヶ所の契約健診機関（P．９～１３参照） 

予約開始日   直営健診センターの予約は、昨年と変更点があります。別添「直営健診セン

ター健診実施要領」をご参照ください。 

契約健診機関については、希望する健診機関へ直接お問い合わせくださ

い。 

受診資格            健保補助利用の健診は、組合員一人につき年度内 1 回です。各健診種別に

係る受診資格（年齢、性別等）は、Ｐ．６の「健診種別・受診資格・利用料金」を

参照してください。 

                  その他については、各項目にてご確認ください。 
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２、健康診査 

２‐１ 申し込みから結果送付まで 

＜事業者健診として利用の場合＞ 

●申し込み方法 

健診種別を選択し、原則事業所単位に担当者が取り纏めてご希望の健診機関へ申し込みをしてください。そ

の際には、当組合の事業所（組合員）であることのほかに、当組合が実施する健康診査を事業者健診として

利用すること、受診者ごとの保険証の記号と番号等を明確にお伝えください。 

※従業員が個人単位で申し込みをする事業所は、当組合が実施する健康診査を事業者健診として利用する

ことや利用料金の精算方法について、事業所内での周知徹底をお願いします。 

 

●キャンセル・変更 

都合により、予約した健診をキャンセルまたは受診日や健診種別を変更する場合は、出来るだけ早めに健診

機関へ連絡してください。健康管理課への連絡は必要ありません。 

従業員同士の健診日の入れ替え等についても、１件ごとにキャンセル・変更の取り扱いとなります。健診の３

日前までに、必ず健診機関へ連絡してください。 

 

●必要書類の送付 

問診票等の必要書類は各健診機関から送付します。書類送付先は、各健診機関と事前に調整してください。 

 

●受診前 

健診種別により、受診前の飲食などに制限があります。健診機関の指示を守ってください。 

※予約した日に対象者が確実に健診を受けることができるように、ご案内をお願いします。 

 

●利用料金（受託料）の精算方法 

各健診機関から、原則月ごとに取り纏めて各事業所へ請求書を送付となりますが、人数等により窓口精算に

なる場合もあるため、事前に健診機関と調整し、健診機関の決済方法に従って遅滞なくお支払ください。 

※ドック健診受診の場合、ドック利用料金のうち基本健診利用料金１，５７５円（ドック健診のうち基本健診相当

分）は自動的に事業者健診受託料となりますが、差額分（健保指定ドック３，６７５円、１日人間ドック８，９２５

円等）については、事業所請求とするか個人の窓口負担とするかを事前に利用する健診機関と調整してく

ださい。 

 

●健診結果（事業所控え）の送付 

各健診機関から事業主へ健診結果を送付いたします。 

※事業者健診受託事業所の場合でも、従業員個人から当組合へ利用停止申請がある場合は、当該対象者

の結果は法定項目だけの報告となります。 
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●健診車の利用 

事業所への巡回健診は、施設健診と同様の検査項目で、「短時間で終了」「利用料金は施設健診と同額」な

どの利点があります。直営・契約健診機関一覧表（P．９～１３）の健診車欄に○印のある健診機関の中から、

希望の健診機関を選択し、各健診機関へ電話にてお申し込みください。健診車でご利用いただける健診種

別は基本健診と健保指定ドックとなります。 

※利用方法等詳細については、各健診機関へ直接お問い合わせください。 

・マイクロバス程度の駐車場所と会議室等の健診場所が必要です。 

・少人数の事業所・遠隔地事業所の場合、健診時期と実施時間などでご希望に添えない場合があります。 

・状況（宿泊が伴う、高速道路を利用する等）により別途費用が発生する場合があります。 

 

 

＜個人健診として利用の場合＞ 

●申し込み方法 

健診種別・健診機関を選択し、ご希望の健診機関へお申し込みください。 

その際には、当組合の組合員であること、健保補助を利用すること、保険証の記号と番号等を明確にお伝え

ください。（被保険者本人の方は事業者健診の利用でないことも伝えてください。） 

※事業者健診の委託書の提出がある事業所については事業者健診での利用が優先のため、当組合が実施

する健康診査（健保補助利用の健診）は個人での利用はできません。 

※個人健診の場合、これまで通り利用料金は窓口払いとなります。また、健診結果は事業主へは発行いたし

ません。 

 

●キャンセル・変更 

都合により、予約した健診をキャンセルまたは受診日や健診種別を変更する場合は、出来るだけ早めに健診

機関へ連絡してください。健康管理課への連絡は必要ありません。 

 

●必要書類の送付 

受診案内や問診票など受診に必要な書類は、各健診機関から送付します。書類送付先は確実に受領できる

住所を届け出てください。 

 

●受診前 

健診種別により、受診前の飲食などに制限があります。健診機関の指示を守ってください。 

 

●利用料金の精算方法 

当日窓口払いとなります。 
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●結果の送付 

受診日の約２～３週間後を目途に、健診機関より書類送付先へ健診結果が送付されます。届かない場合は、

健診機関へ直接お問い合わせください。 

 

 

２‐２ 二次検査 

二次検査は原則保険診療となります。詳細については、各健診機関へ直接お問い合わせください。健康管

理課への連絡等は必要ありません。 

※一次健診と同じ項目、同じ検査方法（オプション検査を除く）の再検査や経過観察については当組合の負

担となる場合があります。その場合は、一次健診と同じ健診機関で指示された期間内に保険証を持参のう

え、受診してください。 

 

 

３、健診種別・受診資格・利用料金 

健 診 種 別 受 診 資 格 利 用 料 金(税込) 

基本健診 

・ 被保険者 

・ 被扶養者である配偶者 

・ ３０歳以上の被扶養者 

１， ５７５円 

健保指定ドック 
・ ３０歳以上の被保険者 

・ ３０歳以上の被扶養者 
５，２５０円 

１日人間ドック ・ ３５歳以上の被保険者 

・ ３５歳以上の被扶養者 

１０，５００円 

２日人間ドック ２１，０００円 

巡回婦人健診 
・ 被扶養者である配偶者（妻） 

・ ３０歳以上の被扶養者（女性） 
無料 

 

オプション検査 受 診 資 格  利 用 料 金(税込) 

（ど
ち
ら
か
を
選
択
） 

婦
人
科
検
査 

子宮頸がん検診 

乳がん検診 

（超音波） 

・ 上記健診受診者（女性に限る） １，０５０円 

子宮頸がん検診 

乳がん検診 

（マンモグラフィ） 

・ 上記健診受診者 

（４０歳以上の女性に限る） 
１，０５０円 

・ 上記健診受診者 

（４０歳未満の女性に限る） 
３，１５０円 

脳ドック ・ ２日人間ドック受診者 

（５０歳以上に限る） 

１２，６００円 

大腸内視鏡検査 １２，６００円 
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＜注意事項＞ 

１．健診機関によって、受診できる健診種別が異なります。 

詳しくは、直営・契約健診機関一覧表（P．９～１３）をご覧ください。 

２．婦人科検査は子宮頸がん検診と乳がん検診を合わせて受診することを推奨しているため、一方だけの受診

でも利用料金は変わりません。健康診査と一緒に予約のうえ、同じ日・同じ健診機関で受診してください。 

※マンモグラフィ検査を選択した場合、年齢により利用料金が異なります。 

３．利用料金の精算方法については、各健診機関へお問い合わせください。 

４．事業者健診として利用する場合の事業者健診受託料は、１，５７５円(税込)（各健診種別の利用料金のうち、

基本健診相当額）となります。 

５．脳ドックの受診は、P１７の脳 MR 検査を含めて３年度間に１回となります。 

６．巡回婦人健診は他の健診種別と申込方法が異なります。詳しくは、P．１６をご覧ください。 

  オプション検査も対象外となります。 
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４、検査項目一覧表 

参考

健保指定 １日 ２日 法定項目

 既往歴及び業務歴の調査　（喫煙歴及び服薬歴を含む） ○ ○ ○ ○ ○

 自覚症状及び他覚症状の有無 ○ ○ ○ ○ ○

 医師による診察及び理学的検査 ○ ○ ○ ○ ○

 身長 ○ ○ ○ ○ ○

 体重 ・ BMI ○ ○ ○ ○ ○

 ３５歳未満 ○ ○ ○

 ３５歳時点 ○ ○ ○ ○ ○

 ３６歳～４０歳未満 ○ ○ ○ ○

 ４０歳以上 ○ ○ ○ ○ ○

 血圧 ○ ○ ○ ○ ○

 赤血球数　血色素量 ○ ○ ○ ○ ○

 白血球数　ヘマトクリット　血小板数 ○ ○ ○ ○

 MCV ・ MCH ・ MCHC ○ ○

血中脂質 中性脂肪　LDLコレステロール　HDLコレステロール ○ ○ ○ ○ ○

 尿蛋白　尿糖 ○ ○ ○ ○ ○

 尿潜血 ○ ○ ○ ○

 尿素窒素　血清クレアチニン　尿酸　 ○ ○ ○ ○

 AST　ALT　γ-GTP ○ ○ ○ ○ ○

 ALP ○ ○ ○ ○

 総蛋白　LDH　総ビリルビン　アルブミン　 ○ ○ ○

 コリンエステラーゼ ○ ○

 HBｓ抗原　HCV抗体 ○ ○

 空腹時血糖 ○ ○ ○ ○ ○

 HbA1c ○ ○ ○ ○ ○

膵機能  血清アミラーゼ ○ ○

 CRP ○ ○

 RA　又は　RF ○ ○

梅毒検査  TPHA　又は　RPR法 ○ ○

 視力 ○ ○ ○ ○ ○

 眼底 ○ ○

 眼圧 ○ ○ ○

 聴力　（オージオ） ○ ○ ○ ○ ○

呼吸器  胸部X線　（直接） ○ ○ ○ ○ ○

肺機能  スパイロメーター
※ ○ ○

 ３５歳未満 ○ ○ ○

 ３５歳時点 ○ ○ ○ ○ ○

 ３６歳～４０歳未満 ○ ○ ○ ○

 ４０歳以上 ○ ○ ○ ○ ○

 上部消化管X線　（直接） ○ ○ ○

 ３５歳未満 ○ ○ ○

 ３５歳以上 ○ ○ ○ ○

 腹部超音波　（肝・胆・膵・腎・脾） ○ ○ ○

 大腸内視鏡検査　（５０歳以上のオプション） ☆

前立腺  PSA　（５０歳以上の男性のみ） ○ ○

その他  負荷試験等　（健診機関により異なる） ○

脳ドック  脳MRI検査、頸部MRA検査又は超音波（５０歳以上のオプション） ☆

 子宮頸がん検診　（医師採取法）、乳がん検診　（超音波）

 子宮頸がん検診　（医師採取法）

 乳がん検診　（マンモグラフィ検査）

※　法定項目（参考）は、労働安全衛生規則等による法定の「定期健康診断」項目

　　 事業者には健診の実施と結果の保管義務、従業員には受診義務（労働安全衛生法第六十六条より）

※　網掛の項目は、事業主と共同利用しない（健診結果を事業主に発行しない）項目

※　対象年齢は、年度末年齢（平成２６年３月３１日現在）の年齢

※　直営健診センターの肺機能検査は、医師が必要と判断した場合に実施

※　婦人科検査はどちらか一方を選択、健診予約の際に別途予約が必要

※　☆のオプション検査（大腸内視鏡検査、脳ドック）の利用料はそれぞれ１２，６００円

感覚器

血液一般

糖代謝能

血清反応

 腹囲

腎機能

肝機能

人間ドック基本

健診
健　診　の　種　類　と　検　査　項　目

問診

測定

生理機能

 ○ （１，０５０円）

○ （４０歳以上　１，０５０円）

○ （４０歳未満　３，１５０円）

 心電図

（12誘導）

 便潜血反応

 免疫２回法消化器

婦人科
※どちらかを 選択
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５、直営・契約健診機関一覧表（１/５） 

・健診コース等で○印が記入されていない部分は対応しておりませんのでご注意ください。 

・VDT 検査は紹介のみとなります。健診機関により実施方法等が異なるため、健診機関に直接お問い合わせください。 

 

健診機関名 ・ 所在地 ・ 電話番号 
 

基
本
健
診 

利
用
料
金
１
，
５
７
５
円 

健
保
指
定
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
５
，
２
５
０
円 

１
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
１
０
，
５
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
２
１
，
０
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン 

脳
ド
ッ
ク
・大
腸
内
視
鏡
検
査 

健
診
車
（基
本
・健
保
指
定
） 

特
定
保
健
指
導
（無
料
） 

Ｖ
Ｄ
Ｔ
検
査
（補
助
対
象
外
） 

直営健診センター 

大久保健診センター 

新宿区百人町２－２７－６  （０３-５９２５-５３２０） 
０３－５９２５－５３５２ 

（予約専用）

○ ○ ○    ○  

山王健診センター 

港区赤坂２－５－６      （０３-５５７０-１８７１） 
○ ○ ○    ○  

契約健診機関（東京） 

社会保険蒲田総合病院 

大田区南蒲田２－１９－２ 
０３－５７４４－３２６８ ○ ○ ○ ○ 脳のみ  ○  

葛飾健診センター 

葛飾区立石２－３６－９ 

０１２０－４８９－２３１ 

（予約専用）
○ ○ ○   ○ ○  

進興クリニック 

品川区大崎２－１－１ 

ThinkPark Tower３Ｆ 

０３－５４０８－８１８１ ○ ○ ○    ○ ○

全日本労働福祉協会旗の台健診センター 

品川区旗の台６－１６－１１ 
（健診車は東北・関東甲信越・東海まで巡回可能） 

０３－３７８３－９４１１ 

（予約専用）
○ ○ ○   ○  ○

フェニックスメディカルクリニック 

渋谷区千駄ヶ谷３－４１－６ 

０１２０－０６３－０６３ 

（予約専用）
○ ○ ○    ○ ○

新宿海上ビル診療所 

渋谷区代々木２－１１－１５ 

新宿東京海上日動ビル３・４Ｆ 

０３－３２９９－８９００  ○ ○     ○

フィオーレ健診クリニック 

新宿区新宿７－２６－９ 

フィオーレ東京２Ｆ 

０３－５２８７－６２１１ ○ ○ ○   ○ ○  

城西病院予防医学本部健診センター 

杉並区上萩２－４２－１１ 

城西病院６Ｆ 

０３－３３９０－６９１０ ○ ○ ○   ○ ○  

オリエンタル上野健診センター 

台東区上野１－２０－１１ 

鈴乃屋ビルＢ１Ｆ 

０３－５８１６－０７２０ 

(予約専用)
○ ○ ○    ○  

三井タワークリニック 

中央区日本橋室町２－１－１ 

日本橋三井タワー５Ｆ 

０３－３５１０－９９４５ 

(予約専用)
○ ○ ○      

日比谷国際クリニック 

千代田区内幸町２－２－３ 

日比谷国際ビルＢ１Ｆ 

０３－３５０３－３４４０ ○ ○ ○      

東都クリニック 

千代田区紀尾井町４－１ 

ホテルニューオータニガーデンタワー２Ｆ 

０３－３２３９－０３０２ ○ ○ ○     ○

秋葉原メディカルクリニック 

千代田区外神田１－１６－９ 

朝風二号館６Ｆ 

０３－３２８０－５８７７ 

（予約専用）
○ ○ ○    ○ ○
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５、直営・契約健診機関一覧表（２/５） 

 

健診機関名 ・ 所在地 ・ 電話番号 

基
本
健
診 

利
用
料
金
１
，
５
７
５
円 

健
保
指
定
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
５
，
２
５
０
円 

１
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
１
０
，
５
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
２
１
，
０
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン 

脳
ド
ッ
ク
・大
腸
内
視
鏡
検
査 

健
診
車
（基
本
・健
保
指
定
） 

特
定
保
健
指
導
（無
料
） 

Ｖ
Ｄ
Ｔ
検
査
（補
助
対
象
外
） 

契約健診機関（東京）  

榊原サピアタワークリニック 

千代田区丸の内１－７－１２ 

サピアタワー７Ｆ 

０３－５２８８－０６１０ ○ ○ ○    ○  

イーク丸の内（女性専用施設） 

千代田区丸の内２－７－３ 

東京ビルディング３F 

０３－５２２０－１０７０ 

（予約専用）
○ ○ ○      

東京ミッドタウンクリニック 

港区赤坂９－７－１ 

ミッドタウン･タワー６Ｆ 

０３－５４１３－００８１ ○ ○ ○      

武蔵野大学メディカルセンター 

港区港南２－５－３ 

オリックス品川ビル２Ｆ 

０３－５７８１－５０１８ 

（予約専用）
○ ○ ○      

船員保険芝浦健康管理センター 

港区芝浦１－１１－１８ 
０３－３４５２－３３８１ ○ ○ ○   ○ ○ ○

パークサイドクリニック 

港区芝公園２－６－８ 

日本女子会館２Ｆ 

０３－３４３４－７８００ ○ ○ ○    ○  

シーエスケー・クリニック 

港区新橋１－１３－１２ 

堤ビル４Ｆ 

０３－５１５７－５１２１ ○ ○ ○   ○ ○ ○

せんぽ東京高輪病院 

港区高輪３－１０－１１ 
０３－３４４３－９５５５ ○ ○ ○ ○ 脳のみ  ○  

六本木ヒルズクリニック 

港区六本木６－１０－１ 

六本木ヒルズ森タワー６Ｆ 

０３－３７９６－６００６ ○ ○ ○      

アルコクリニック 

目黒区下目黒１－８－１ 

アルコタワー１２Ｆ 

０３－５４３４－８１８１ ○ ○ ○    ○  

多摩健康管理センター 

立川市錦町３－７－１０ 
０４２－５２８－２０１１ ○ ○ ○      

八王子健康管理センター 

八王子市明神町４－３０－２ 
０４２－６４８－１６２１ ○ ○ ○    ○  

新宿追分クリニック板橋分院 

板橋区小茂根３－１３－１ 

（巡回健診車のみ） 

０３－３９７３－７８１０      ○ ○ ○

契約健診機関（関東） 

ヘルスケアクリニック厚木 

厚木市中町３－６－１７ 
０４６－２２３－１１５０ ○ ○ ○    ○ ○

船員保険健康管理センター 

横浜市保土ヶ谷区釜台町４３－２ 
０４５－３３５－２２６１ ○ ○ ○    ○ ○
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５、直営・契約健診機関一覧表（３/５） 

 

健診機関名 ・ 所在地 ・ 電話番号 
 

基
本
健
診 

利
用
料
金
１
，
５
７
５
円 

健
保
指
定
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
５
，
２
５
０
円 

１
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
１
０
，
５
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
２
１
，
０
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン 

脳
ド
ッ
ク
・大
腸
内
視
鏡
検
査 

健
診
車
（基
本
・健
保
指
定
） 

特
定
保
健
指
導
（無
料
） 

Ｖ
Ｄ
Ｔ
検
査
（補
助
対
象
外
） 

契約健診機関（関東）  

川崎健診クリニック 

川崎市川崎区駅前本町１０－５ 

クリエ川崎８F ０４４－５１１－６１１６ 

（共通）

○     ○

○

 

アルファメディック・クリニック 

川崎市幸区堀川町５８０－１６ 

川崎テックセンター８Ｆ 
 ○ ○     

総合健診センターヘルチェック 

横浜市神奈川区金港町６－２０ 

善仁会金港町ビル ０４５－４５３－１１５０ 

（共通）

○ ○ ○    

○ ○
総合健診センターヘルチェック 

レディース横浜（女性専用施設） 

横浜市西区北幸１－４－１ 横浜天理ビル２３F 

※

○ ○ ○    

柏健診クリニック 

柏市柏４－５－２２ 

０１２０－１５－４１１９ 

（予約専用）
○ ○ ○    ○  

社会保険船橋中央病院健康管理センター 

船橋市海神６－１３－１０ 
０４７－４３３－５８８５ ○ ○ ○ ○ ○  ○  

花輪クリニック 

船橋市本町１－３－１ 

船橋フェイスビル８Ｆ 

０４７－４２２－２２０２ ○ ○ ○ ○   ○  

籠原病院 

熊谷市美土里町３－１３６ 
０４８－５３２－６７４７ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○

アルシェクリニック 

さいたま市大宮区桜木町２－１－１ 

アルシェビル８Ｆ 

０４８－６４０－６５６１ ○ ○ ○    ○  

三愛クリニック 

高崎市金古町１７５８ 
０２７－３７３－３１１１ ○ ○ ○   ○ ○  

宇都宮記念病院総合健診センター 

宇都宮市大通り１－３－１６ 
０２８－６２５－７８３１ ○ ○ ○   ○ ○ ○

霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター 

茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 

０２９－８８７－４５６３ 

（予約専用）
○ ○ ○    ○ ○

北水会記念病院健診センター 

水戸市東原３－２－１水高スクエア内 
０２９－３０３－３００５ ○ ○ ○    ○  

山梨県厚生連健康管理センター 

甲府市飯田１－１－２６ 

０１２０－２８－５５９２ 

（予約専用）
○ ○ ○   ○ ○  

長野市民病院 

長野市富竹１３３３－１ 

０８００－８００－５６４１ 

（予約専用）
○ ○ ○    ○  

山田記朝日病院 

長野市大字南堀１３５－１ 
０２６－２４１－９８３９ ○ ○ ○    ○  

※ヘルチェックレディース横浜は、基本健診のみの受診はできません。必ず婦人科検査とセットでお申し込みください。 
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５、直営・契約健診機関一覧表（４/５） 

 

健診機関名 ・ 所在地 ・ 電話番号 
 

基
本
健
診 

利
用
料
金
１
，
５
７
５
円 

健
保
指
定
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
５
，
２
５
０
円 

１
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
１
０
，
５
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
２
１
，
０
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン 

脳
ド
ッ
ク
・大
腸
内
視
鏡
検
査 

健
診
車
（基
本
・健
保
指
定
） 

特
定
保
健
指
導
（無
料
） 

Ｖ
Ｄ
Ｔ
検
査
（補
助
対
象
外
） 

契約健診機関（全国）  

船員保険北海道健康管理センター 

札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 1 番地 

マルイト札幌ビル 5Ｆ 

０１１－２００－４８１１ 

（予約専用）
○ ○ ○   ○ ○ ○

メディカルプラザ札幌健診クリニック 

札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 

ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ８Ｆ 

０１１－２０９－５４５０ ○ ○ ○    ○ ○

札幌商工診療所 

札幌市中央区南１条西６丁目１１番地 

札幌北辰ビル２Ｆ 

０１１－５５１－５２２５ ○ ○ ○   ○ ○ ○

せんだい総合健診クリニック 

仙台市青葉区一番町 1－９－１ 

仙台トラストタワー４F 

０２２－２２１－００６６ ○ ○ ○ ○ 脳のみ ○ ○ ○

健康医学予防協会長岡健康管理センター 

長岡市千秋２－２２９－１ 
０２５８－２８－３６６６ ○ ○ ○   ○ ○ ○

プラーカ健康増進センター 

新潟市中央区天神１－１ 

プラーカ３  ５Ｆ 

０２５－３７０－１９６１ ○ ○ ○   ○ ○ ○

池田病院 

静岡県駿東郡長泉町本宿４１１－５ 
０５５－９８６－８６００ ○ ○ ○   ○ ○ ○

オリエンタルクリニック 

名古屋市千種区今池１－８－５ 
０５２－７４１－５１８１   ○    

○ ○
オリエンタル労働衛生協会名古屋本部 

名古屋市千種区今池１－８－４ 
０５２－７３２－２２００ ○ ○    ○

名古屋ステーションクリニック 

名古屋市中村区名駅４－６－１７ 

名古屋ビルデイング８Ｆ 

０５２－５５１－６６６５ 

（予約専用）
○ ○ ○   ○ ○ ○

大雄会ルーセントクリニック 

名古屋市牛島町６－１ 

名古屋ルーセントタワー３Ｆ 

０８００－５００－１２１１ ○ ○ ○    ○ ○

四日市社会保険病院健康管理センター 

四日市市羽津山町１０－８ 
０５９－３３１－１２１１ ○ ○ ○   ○ ○  

武田病院健診センター 

京都市下京区塩小路通西洞院東入 

東塩小路町 608 日本生命京都三哲ビル３F 

０７５－３６５－０８２５ ○ ○ ○    ○ ○

一翠会千里中央健診センター 

豊中市新千里東町１－５－３ 

千里朝日阪急ビル３F 

０６－６８７２－５５１６ ○ ○ ○    ○ ○

大阪中央病院健康管理センター 

大阪市北区梅田３－３－３０ 

０６－４７９５－５５５０ 

（予約専用）
○ ○ ○ ○ 脳のみ  ○  

近畿健診センター 

大阪市北区西天満５－９－３ 

アールビル本館２Ｆ 

０６－６３６５－１６５５ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○
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５、直営・契約健診機関一覧表（５/５） 

 

健診機関名 ・ 所在地 ・ 電話番号 
 

基
本
健
診 

利
用
料
金
１
，
５
７
５
円 

健
保
指
定
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
５
，
２
５
０
円 

１
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
１
０
，
５
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク 

利
用
料
金
２
１
，
０
０
０
円 

２
日
人
間
ド
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン 

脳
ド
ッ
ク
・大
腸
内
視
鏡
検
査 

健
診
車
（基
本
・健
保
指
定
） 

特
定
保
健
指
導
（無
料
） 

Ｖ
Ｄ
Ｔ
検
査
（補
助
対
象
外
） 

契約健診機関（全国） 

ｵﾘｴﾝﾀﾙ労働衛生協会大阪支部ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 

大阪市中央区久太郎町１－９－２６ 

船場ＩＳビル２Ｆ 

０６－６２６６－６４４０ ○ ○ ○    ○  

結核予防会大阪府支部大阪総合健診センター 

大阪市中央区道修町４－６－５ 

０６－６２０２－６６６７ 

（予約専用）
○ ○ ○   ○ ○ ○

神鋼病院健診センター  

神戸市中央区脇浜町１－４－４７ 
０７８－２６１－６７７３ ○ ○    ○  ○

神鋼病院付属新神戸ドック健診クリニック 

神戸市中央区熊内町７－６－１ 

ジークレフ新神戸タワー２F 

０７８－２６１－６７３６   ○    ○  

メディックス広島健診センター 

広島市中区大手町１－５－１７ 
０８２－２４８－４１１５ ○ ○ ○   ○ ○ ○

徳島県総合健診センター 

徳島市蔵本町１－１０－３ 

０８８－６７８－７１２８ 

（予約専用）
○ ○ ○   ○ ○ ○

福岡国際総合健診センター 

福岡市中央区天神 2－１３－７ 

福岡平和ビル２Ｆ 

０９２－７１２－７７７６ ○ ○ ○    ○  

日本予防医学協会附属診療所ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ博多 

福岡市博多区博多駅前３－１９－５ 

博多石川ビル２Ｆ 

０９２－４７２－０２２２ ○ ○ ○   ○ ○  

福岡労働衛生研究所福岡労衛研診療所 

福岡市南区那の川１－１１－２７ 
０９２－５２６－１０３３ ○ ○ ○   ○  ○

市民の森病院総合健診センター 

宮崎市大字塩路２７８３－３７ 
０９８５－３７－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○  ○  

熊本県総合保健センター 

熊本市東区東町４－１１－１ 
０９６－３６５－２３２３ ○ ○ ○   ○ ○ ○

那覇市医師会生活習慣病検診センター 

那覇市東町２６－１ 
０９８－８６８－９３３１ ○ ○ ○   ○  ○

 

 

脳 MR 検査・肺 CT 検査 

メディカルスキャニング 

渋谷・新宿・お茶の水・池袋・溜池山王・ 

日暮里・立川・溝の口・用賀・浜松町・大宮・ 

横浜・センター南 

０３－５７７８－２９０５ 

http://www.medicalscanning.net/its/index.html 

利用料金 

脳 MR 検査  9,450 円 

肺 CT 検査  5,250 円 

※脳 MR 検査・肺 CT 検査の対象者は、５０歳以上の被保険者及び被扶養者、利用は３年度間にそれぞれ１回です。 

 （脳 MR 検査は、Ｐ６の脳ドックの利用を含みます。） 
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６、健康診査Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ1 「事業者健診委託書」の提出をしていません。健診の補助を利用できますか。 

Ａ１ 健保補助の健診を利用することはできますが、全て個人健診扱いとなります。利用料金は個人の窓口

払いとなり、健診結果は事業主には発行いたしません。 

事業者健診として利用する場合は、「事業者健診委託書」の提出をお願いします。 

 

Ｑ2 基本健診は労働安全衛生法の定期健診の項目を満たしていますか。 

Ａ2 定期健診と特定健診の両方を満たしています。 

（労働安全衛生法については、労働基準局にお問い合わせください。） 

 

Ｑ3 特定健診とは何ですか。 

Ａ3 「高齢者の医療の確保に関する法律」第２０条により、健康保険組合などの医療保険者に義務化され

た、４０～７４歳の被保険者及び被扶養者を対象に行われる健診です。 

    「基本健診」「健保指定ドック」「人間ドック」は全て特定健診の検査項目を満たしています。 

 

Ｑ4 健診の利用料金を一括して会社に請求してもらいたいときは、どうすれば良いですか。 

Ａ4 平成２３年度より事業者健診で利用する場合は、原則月ごとに取り纏めて事業所請求（窓口払いの場

合は事業所宛領収書の発行）となります。詳細については、健診結果（事業所控え）の送付を含めて

事前に健診機関との調整をお願いします。 

 

Ｑ5 入社予定者の健診の申し込みはできますか。 

Ａ5 入社前の申し込みはできません。被保険者の資格取得後に健診の予約をしてください。 

 

Ｑ6 受診案内が届いていますが、退職することになりました。このまま健診を受けても良いですか。 

Ａ6 健診当日に当組合の資格がない方は、健保補助を利用することができません。 

必ず事前に、健診申込をした健診機関にキャンセルまたは自費受診の連絡をしてください。 

 

Ｑ7 会社が変わり記号・番号が変わりました。もう一度受診しても良いですか。 

Ａ7 健診の補助が適用されるのは、組合員１人につき年度内（４月１日～３月３１日）１回です。 

記号・番号が変わっても、年度２回目の受診となるため、受診すると全額個人負担になります。 

 

Ｑ8 来年の２月に３０歳になります。現在２９歳ですが、健保指定ドックは受診できますか。 

Ａ8 健診の補助対象年齢は年度末年齢となりますので、受診できます。 
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Ｑ9 直営健診センター・契約健診機関の予約状況を教えてください。 

Ａ9 予約状況については、各健診機関に直接お問い合わせください。 

直営健診センターの予約状況は、ＩＴＳホームページまたは保健施設サービスセンター（直営健診セ

ンター予約専用）にてご確認ください。 

 

Ｑ10 基本健診は、被扶養者である配偶者なら年齢・性別に関係なく受診できますか。 

Ａ10 受診できます。 

 

Ｑ11 婦人科検査は何をするのですか。 

Ａ11 子宮頸がん検診（内診と医師採取法の細胞診）と乳がん検診（視触診と乳腺超音波検査またはマン

モグラフィ検査）ですが、両方合わせて受診することを推奨しているため、一方だけの受診でも利用料

金は変わりません。 

   また、乳がん検診でマンモグラフィ検査を選択した場合は、年齢により利用料金が異なります。 

（４０歳以上の場合は１，０５０円、４０歳未満の場合は３，１５０円） 

   ※婦人科検査は健康診査と一緒に予約の上、同じ日・同じ健診機関で受診してください。婦人科検

査のみの受診はできません。 

 

Ｑ12 二次検査を受ける場合、費用はどのようになりますか。 

Ａ12 二次検査は原則保険診療となります。ただし、血液検査及び尿検査で異常値となった項目について

は、一部健保負担となる場合がありますので、詳細については事前に各健診機関へお問い合わせく

ださい。 

 

Ｑ13 契約健診機関で骨密度測定などのオプション検査を行った場合、料金は直営健診センターと同じで

すか。 

Ａ13 健診機関によって設定金額が異なります。各契約健診機関に直接お問い合わせください。 

 

Ｑ14 １日人間ドックと２日人間ドックの検査項目はほぼ同じですが、利用料金がかなり異なるのはなぜで

すか。 

Ａ14 ２日人間ドックには、追加の検査項目のほかに宿泊料金が加わるため利用料金が高くなります。 

追加の検査項目は健診機関によって異なります。各契約健診機関に直接お問い合わせください。 

 

Ｑ15 なぜ巡回婦人健診だけ無料なのですか。 

Ａ15 巡回婦人健診は、健康診査を受診する機会の少ない被扶養者の方に、より多く受診していただくた

めの健診です。よって全額当組合の負担で行っています。 

 

※その他のご質問に関しましては、健康管理課（０３－５９２５－５３４９）にお問い合わせください。



 16

７、巡回婦人健診 

 

都内の総合健康保険組合の共同事業として、年に２回、巡回婦人健診を全額健保負担で実施していま

す。ご婦人の方を対象に、首都圏、関東をはじめ巡回可能な全国主要都市の公的施設に会場を設けて、

社団法人東京都総合組合保健施設振興協会（東振協）に委託し、巡回車による生活習慣病の健診を行っ

ています。 

 

１．実施期間 春季： ４月 １日～ ７月３１日 

  （年２回） 秋季：１０月 １日～ １月３１日 

 

２．実施場所 巡回婦人健診実施会場（全国約６６０会場） 

 

３．費用 無料（全額当組合負担） 

 

４．対象者 ・被扶養者である配偶者（妻） 

 ・３０歳以上の被扶養者（女性） 

  

               ※対象年齢は年度末の年齢です。 

 ※受診は年度内（４月１日～３月３１日）１回です。 

 ※他の健診（基本健診・健保指定ドック・人間ドック）との併用はできません。 

※健診申し込み時及び健診当日に対象者の資格がない方は、受診できません。

資格喪失後に受診された場合は、全額個人負担になります。 

  （遡り喪失についても同様です。後日全額請求の対象となります。） 

 

５．検査内容 ①問診 ⑦胸部Ｘ線（間接撮影） 

 ②身体計測（身長・体重・BMI・腹囲） ⑧心電図 

 ③視力・聴力 ⑨血液検査 

 ④血圧測定 ⑩便潜血反応 

 ⑤検尿 ⑪乳房診 

⑥胃部Ｘ線（間接撮影）          （超音波検査及び自己検診法の指導） 

 ＊胃部Ｘ線は３５歳以上 ⑫子宮検査（医師採取法または自己採取法） 

  ＊子宮検査は希望者のみ 

 

６．申込方法 事務担当者宛にお送りする実施要領をご覧ください。 

 春季： 平成２４年１２月６日発送、平成２５年１月２５日申込締切 

 秋季： 平成２５年６月下旬送付予定 
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８、脳ＭＲ検査・肺ＣＴ検査 

 

５０歳以上の方を対象に、脳ＭＲ検査（ＭＲＩ・ＭＲＡ）、肺ＣＴ検査を実施しています。最新のＭＲＩ（磁気

共鳴画像診断装置）とマルチスライスＣＴ（コンピュータ診断装置）により撮影を行い、病気の早期発見をサ

ポートしています。 

 

１．実施期間 平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

 ※予約開始日等は、メディカルスキャニングに直接ご確認ください。 

 

２．実施機関 メディカルスキャニング 

 ・渋谷 渋谷区渋谷３－２９－１７ ホテルメッツ渋谷２Ｆ 

 ・新宿 新宿区西新宿６－１０－１ 日土地西新宿ビル１Ｆ 

 ・お茶の水 千代田区神田駿河台４－３ 新お茶の水ビルディング１Ｆ 

・池袋 豊島区西池袋１－６－１ ホテルメトロポリタンＢ１Ｆ 

 ・溜池山王 港区赤坂１－６－１９ ＫＹ溜池ビル１Ｆ 

 ・日暮里 荒川区西日暮里２－２０－１ サンマークシティ日暮里 

ステーションポートタワー５Ｆ 

 ・立川 立川市柴崎町３－７－１６ 立川ワシントンホテル１Ｆ 

 ・溝の口 川崎市高津区溝口２－１６－１ １Ｆ 

・用賀       世田谷区玉川台２－２２－２０ ＩＩＤＡ ＡＮＮＥＸ ＶＩＩ １Ｆ 

・浜松町     港区浜松町１－２４－８ オリックス浜松町ビルＢ１Ｆ 

 ・大宮 さいたま市大宮区桜木町４－２４０ 山崎ビル３Ｆ 

 ・横浜 横浜市神奈川区鶴屋町３－３２－１３ 第２安田ビル１Ｆ 

 ・センター南  横浜市都筑区茅ヶ崎中央７－１９ センター南ビジネスビル２Ｆ 

 

 ※メディカルスキャニングは、ＭＲとＣＴによる検査・診断の専門健診機関です。 

 健康診査、人間ドックは実施していません。 

 

３．利用料金 ①脳ＭＲ検査 ９，４５０円（一般料金 ４７，２５０円） 

 ②肺ＣＴ検査 ５，２５０円（一般料金 １５，７５０円） 

 ※詳しくは、検査・診断内容詳細（Ｐ．２０）をご覧ください。 
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４．対象者 ５０歳以上の被保険者及び被扶養者 

 

※対象年齢は年度末の年齢です。 

 ※利用は脳ＭＲ検査、肺ＣＴ検査それぞれ３年度間に１回（脳 MR 検査は、Ｐ６の 

脳ドックの利用を含みます。）となります。 

 （４月１日～３月３１日までを１年度とした３年度間） 

 ※健康診査と併用して利用できます。 

 ※脳ＭＲ検査、肺ＣＴ検査は同日に実施できます。 

 

５．申込方法 メディカルスキャニング予約専用ダイヤル（１３施設共通）または、予約専用ホーム

ページの申込フォームにてお申し込みください。 

 

 ※予約が取れますと、「検査のご案内」が送付されます。届かない場合は、メディカ

ルスキャニングへお問い合わせください。 

※当組合への申込書提出、連絡などの手続き等は必要ありません。 

※都合により、日時の変更またはキャンセルをする場合は、できるだけ早めにメデ

ィカルスキャニングまで連絡してください。 

 

施 設 診 察 時 間 

渋谷 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００  日曜日・祝日 ８：３０～１７：００ 

新宿 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００  日曜日     ９：００～１７：００ 

お茶の水 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００  日曜日     ９：００～１５：００ 

池袋 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００  日曜日・祝日 ９：００～１７：００ 

溜池山王 月曜日～金曜日 ８：３０～１８：００  土曜日     ８：３０～１４：００ 

日暮里 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００  日曜日     ９：００～１５：００ 

立川 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００  日曜日     ９：００～１７：００ 

溝の口 月曜日～土曜日 ８：３０～２１：００  日曜日・祝日 ９：００～１７：００ 

用賀 月曜日～土曜日 ８：３０～１９：００ 

浜松町 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００ 

大宮 月曜日～土曜日 ８：３０～１８：００  日曜日     ９：００～１３：００ 

横浜 月曜日～土曜日 ８：３０～１８：００  日曜日     ９：００～１３：００ 

センター南 月曜日～土曜日 ８：３０～１８：００  日曜日     ９：００～１３：００ 
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①電話予約      メディカルスキャニング予約専用ダイヤル（１３施設共通） 

 ＴＥＬ ０３－５７７８－２９０５ 

 月曜日～土曜日 ８：３０～２０：００  日曜日・祝日 ８：３０～１７：００ 

 ・当組合の組合員であることを告げて、検査名、保険証の記号・番号、事業所名、

本人・家族の別、住所、氏名、生年月日、電話番号をお伝えください。 

 ・予約時にご希望の検査時間帯をお申し出ください。 

 

②インターネット予約  メディカルスキャニング予約専用ホームページ 

 http://www.medicalscanning.net/ｉｔｓ/index.html 

 

 ・申込フォームに記載されている注意事項に同意の上、必要事項をご入力いただ

き送信してください。 

 

６．受診 ①検査当日は、保険証（コピー不可）を窓口でご呈示ください。 

 ②３ヶ月以内に人間ドック、基本健診などの健康診査を受診された方は、結果報

告書を持参してください。診断の参考になる場合があります。 

 ③検査終了後、利用料金を窓口でお支払いください。 (クレジットカード使用可)  

 ④検査結果は、検査日の約７日後、本人宛にメディカルスキャニングより送付され

ます。（事業所へは報告されません。） 

 

７．注意事項 ①脳ＭＲ検査、肺ＣＴ検査を別々に実施した場合、利用資格はそれぞれの検査日

より別々に起算して、３年度間に１回です。 

 ・脳ＭＲ検査を  Ｈ２２．１２．１に受診 → 次回 Ｈ２５．４．１以降 

 ・肺ＣＴ検査を  Ｈ２４． ２．５に受診 → 次回 Ｈ２６．４．１以降 

 

 ②下記に該当される方は、脳ＭＲ検査ができない場合があります。 

 ・心臓ペースメーカーの手術をされた方は、検査ができません。 

 ・脳動脈クリップ、血管クリップ等の手術を行った方は、手術担当医にＭＲ検査

が可能かご確認ください。 

 ・人工関節や人工心臓弁、人工内耳などの手術を受けたことのある方は、事前

にメディカルスキャニングにご相談ください。 

 ・閉所恐怖症の方は、事前にメディカルスキャニングにご相談ください。 

 ・妊娠されている方、またはその可能性のある方（肺ＣＴ検査共通）。 

 ・検査前、飲酒されている方。 
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検査・診断内容詳細 

検査名 検査・診断内容 利用料金 
検査時間

の目安 

脳 Ｍ Ｒ 検 査  
（１．５テスラ） 

脳梗塞/脳腫瘍ＭＲＩ検査 ： 脳梗塞の有無・大きさ・場

所、脳腫瘍の有無をチェックします 

９，４５０円 
（一般 ４７，２５０円） 

３０分 
脳動脈瘤/脳血管ＭＲＡ検査 ： 脳動脈瘤の有無・大き

さ、血管の狭窄をチェックします 

頚部血管ＭＲＡ検査 ： 首の血管、頚動脈の狭窄・動

脈瘤をチェックします 

肺 Ｃ Ｔ 検 査  
（マルチスライスＣＴ） 

肺がんの発見を目的に肺の断層撮影を行います 
５，２５０円 

（一般 １５，７５０円） 
１０分 

※準備等も含めた所要時間は、両検査とも約６０分です。 

※いずれも痛みを伴わない検査です。 

※検査の詳細につきましては、メディカルスキャニングへお問い合わせください。 
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９、インフルエンザ費用補助事業 

 

当組合では、社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)に「インフルエンザ予防接種事業」

を委託し、費用補助を実施しています。インフルエンザの流行期に入る前にワクチンを接種することで、発

病や重症化の予防が期待できます。 

インフルエンザ費用補助事業の詳細については、８月中旬送付予定の「インフルエンザ予防接種費用

補助事業実施要領」をご確認ください。 

 

 

１．実施期間     平成２５年１０月１日から平成２６年１月３１日まで 

             ※９月１日から申し込みが始まります。実施形態により受付期間が異なります。 

              

２．実施場所     東振協が契約している医療機関及び実施会場 

 

３．予防接種費用  実施医療機関ごとの予防接種料金(税込)から健保補助額を控除した額 

             ※健保補助額については、８月中旬発送の「インフルエンザ予防接種費用補助実

施要領」をご確認ください。 

 

４．対象者       被保険者及び被扶養者(接種は年齢問わず年度内１人１回を限度) 

             ※重複(年度内２回)利用や無資格利用があった場合には、後日東振協の事務手

数料を含む補助相当額を事業所に請求させていただきます。 

 

５．申込方法     事務担当者宛に送付する実施要領をご覧ください。 

             ※平成２５年８月中旬送付予定 

 

６．注意事項     ①予防接種を受ける際は、事前に医師と相談のうえ、接種を決めてください。 

             ②当組合では、予防接種先の医療機関の案内や紹介などは行いません。 

             ③予防接種は、個人の判断と責任による任意接種であり、当組合が強制するも 

のではありません。よって、予防接種に関する事故や副作用などについて、当 

組合は責任を負いませんので、予めご了承ください。 
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１０、健康相談窓口のご紹介 

 

電話健康相談事業（２４時間電話健康相談室、健康こころのオンライン、笑顔ヘルスアンサー）は、利

用者を取り巻く環境（スマートフォンによる健康アプリの展開やポータルサイトのヘルスネット情報の整

備と充実等）が発達してきたため、平成 23 年度で事業を終了いたしました。 

今後は、下記の公共の相談窓口等をご利用ください。 

※保険証の裏に記載のある２４時間電話健康相談室の電話番号は、平成２４年３月３１日以降、利用

不能となっております。 

 

１、メンタルヘルス関連の相談 

こころの耳（厚生労働省所管）         http://kokoro.mhlw.go.jp/  

こころの健康相談統一ダイヤル        ０５７０－０６４－５５６ 

※その他、東京都福祉保健局、並びに各道府県の精神保健福祉センター等にも相談窓口が設

置されています。 

 

２、受診等の判断・応急手当てに関するアドバイス 

ひまわり（東京都医療機関情報）    http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp 

（東京都隣接地域の医療機関情報について  http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13toabts_in1.htm） 

 

消防テレホンサービス救急相談センター   東京２３区内：０３－３２１２－２３２３ 

                          多摩地区  ：０４２－５２１－２３２３ 

                                その他    ：＃７１１９ 

                                          （携帯電話、PHS、プッシュ回線） 

      ※医療機関案内については、各消防署、消防分署、消防出張所でも行っています。 

 

３、一般的な相談 

東 京 都：東京都福祉保健局 

千 葉 県：健康福祉センター（保健所）等 

埼 玉 県：健康づくり事業・相談、まちなか保健室等 

神奈川県：神奈川県相談窓口等 

※各道府県や市町村等に同様の窓口があります。相談内容により電話番号が異なる場合が 

あるため、各都道府県や市町村のホームページや地域の新聞・回覧をご確認ください。 

 

４、産業保健の相談（事務担当者向け） 

労働者健康福祉機構 

http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx 
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１１、個人情報の取扱い 

 

 

健診結果の事業主との共同利用について 

 

 当組合では、疾病予防事業をはじめとする被保険者等の健康の保持増進を目的に、保健事業として各種健康診査を

実施していますが、労働安全衛生法においては、事業主に被保険者への健康診断の実施及び診断結果の保存と管

理が義務付けられています。 

このため、当組合が実施した健康診査の結果については、事業主の労働安全衛生法の遵守と職場における労働者

の安全と健康の確保を目的とし、個人情報の保護に関する法律第２３条第４項第３号の規定により、下記の事項を公表

のうえ、被保険者の健診結果を事業主に提供し、当組合と共同して利用します。ただし、当組合が事業者健診の実施

を受託した場合に限るものとします。 

 

１．共同して利用する者の利用目的について 

事業主の労働安全衛生法による健康診断結果の記録など、関連法令による義務を履行し、健診結果に基づく

保健指導等を効果的に実施するため 

 

２．健康診査データの取得方法について 

（１）当組合              契約健診機関及び直営健診センターより健診結果をデータで取得 

（２）被保険者が加入する事業所 契約健診機関及び直営健診センターより健診結果を書面又はデータで取得

 

３．共同して利用する者の範囲について 

（１）当組合               保健事業部及び直営健診センター 

（２）被保険者が加入する事業所  事業主、人事・労務・健康管理担当者又は産業医 

 

４．共同して利用される個人データの項目について 

当組合が実施する１日人間ドックに係る検査項目の範囲（HBs 抗原、HCV 抗体、TPHA、RPR 法、PSA、負荷試

験、婦人科健診などのオプション検査項目及び感染症等の結果を除く。） 

５．健康診査データの管理について責任を有する者について 

（１）当組合               個人情報保護管理者 

（２）被保険者が加入する事業所   当該事業所の健康診査データの管理責任者 

 

６．個人情報の利用停止の手続きについて 

個人データを共同して利用されることに同意されない場合は、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。ただ

し、労働安全衛生規則第４４条に掲げる健診項目は、労働安全衛生法上の法定項目であるため、この手続きの

対象とはなりません。 

 

 

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 

個人情報保護部門管理者 健康管理課長 

TEL 03(5925)5349 
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保健事業（健康診査等）における個人情報の取り扱いについて 

 

 

当組合では、保健事業にかかる個人情報を下記のように取り扱います。同意のうえお申し込みをお願いいたします。

 

 

１.個人情報の利用目的について 

取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用します。 

（１）健保補助利用の健康診査の受診資格確認、健診費用に関する会計処理、事務連絡等 

（２）保健指導の実施 

（３）各種保健事業の実施 

（４）健康保険法等の法令により行う各種統計処理 

 

 

２.個人情報の取得について 

（１）保健事業実施の際には、利用・参加に伴う資格確認、通知等の発送、事務連絡のため、住所・電話番号等の

個人情報を取得します。 

（２）健保補助を利用する契約健診機関での健康診査の際には、当該機関より事業所記号、被保険者番号、本

人・家族の区分、氏名、性別、生年月日等の予約情報、並びに健診データを取得します。 

 

 

３.個人情報の提供について 

（１）保健事業において取得した個人情報は、機密保持契約並びに個人情報の取り扱いに関する覚書を締結した

委託事業者に提供することがあります。 

（２）契約健診機関から取得した予約情報に基づく受診資格の有無を当該機関へ提供します。 

 

 

４. 個人情報の取り扱いに同意いただけない場合は、保健事業への参加や健保補助の利用はできませんのでご了承

ください。 

 

 

５.個人情報開示等の問い合わせ                                              

個人情報については、ご本人による利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去又は第三者への

提供の停止を求めることができます。下記の個人情報に関する問い合せ窓口にご連絡ください。 

 

 

 

関東 IT ソフトウェア健康保険組合 

個人情報保護部門管理者 健康管理課長 

TEL 03(5925)5349 

FAX 03(5925)5336 

 

 

 

 

 


